
公認柔道指導者資格制度規程 

 

第 1 章 目的 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人全日本柔道連盟（以下「本連盟」という。）における柔道指

導者のさらなる資質の向上および指導力の強化を図り、これをもって日本柔道の普及・

発展に寄与することを目的とする。 

 

第２章 指導者 

 

（指導者の区分） 

第２条 本連盟が公認する柔道指導者として、Ａ指導員、Ｂ指導員およびＣ指導員の３つの区分を設け

る。 

２．前項の指導者のほかに、学校教員等を対象とした学校顧問特例資格を設ける。当該資格制度につ

いては、第５章で定める。 

 

（指導者の位置付けおよび資格） 

第３条 柔道の指導を行う者は、本連盟が公認する指導者資格を有する者でなければならない。 

２．前項に定める各指導者の位置付けおよびその資格は次のとおりとする。 

    (1)Ａ指導員 

指導者を養成するために必要とされる程度の高度な指導力を有する者。 

指導者向け講習会の講師を務める資格および本連盟またはその加盟・構成団体が主催する大

会において、その出場するチームまたは選手の監督を務める資格を有する。また、Ａ指導員取

得者は日本スポーツ協会公認スポーツ指導者（コーチ３）を取得することが望ましい。 

    (2)Ｂ指導員 

選手の指導に必要とされる専門的な指導力を有する者。 

本連盟またはその加盟・構成団体が主催する大会において、その出場するチームまたは選手の

監督を務める資格を有する。また、Ｂ指導員取得者は日本スポーツ協会公認スポーツ指導者

（コーチ１）を取得することが望ましい。 

    (3)Ｃ指導員 

選手の指導に必要とされる基礎的な指導力を有する者。 

本連盟またはその加盟・構成団体が主催する大会において、その出場するチームまたは選手の

監督を務める資格を有する。また、C指導員取得者は日本スポーツ協会公認スポーツ指導者（コ

ーチングアシスタント）を取得することが望ましい。 

 

（指導者資格基準） 

第４条 指導者資格の認定を受けるためには、各区分に応じ別表１に定める基準を全て満たさなければ

ならない。 

２．指導者資格に係る登録、更新の手続きその他の事項については、第４章で定める。 



（指導者の義務） 

第５条 指導者は、常に自らの指導力の向上を図るとともに、指導者としてふさわしい言動および行動を

とらなければならない｡ 

  ２．指導者資格の認定を受けた者は、資格の有効期間内に必要な講習を受けなければならない。 

 

（指導者資格の有効期間） 

第６条 Ａ指導員資格、Ｂ指導員資格およびＣ指導員資格の有効期間は、当該指導者が資格の認定を受け

た日から、その１年後応当日の直後に到来する３月３１日までとする。ただし、有効期間満了前

に本連盟が指定する更新に係る講習を受講し、別途定められた条件を満たすことにより、さらに

１年間更新されるものとし、以後これにならう。 

 

（指導者資格の停止、喪失、有効要件） 

第７条 指導者としての技量が不足していると認めたときは、本連盟はその指導者資格について期間を

定めて停止し、または喪失させることができる。 

  ２．前項の資格の停止または喪失は、中央指導者資格審査委員会が行う。ただし、当該指導者に対し

て懲戒委員会により懲戒処分が科せられる場合には、同処分と併せて懲戒委員会が行うことが

できる。 

  ３．指導者資格は、以下の要件が全て満たされているときに有効となる。また、一旦有効になった資

格でも要件を一つでも欠いたときは有効でなくなる。 

(1)指導者資格が認定され、有効期間内にあること。 

(2)本連盟会員登録をしていること 

(3)指導者資格登録をしていること 

(4)指導者資格が停止されていないこと 

 

（指導者資格の再有効化） 

第８条 指導者資格が有効でなくなったときは、次のとおり資格を再び有効とする。 

(1)更新しないまま有効期間を徒過したときは、更新の要件を満たしたとき 

(2)会員登録、資格登録を怠ったときは、会員または資格を登録したとき 

(3)指導者資格が停止されたときは、停止期間が満了し、条件（もしあれば）を満たしたとき 

(4)2年以上更新しない場合は、再度同資格の養成講習会を受講したとき 

(5)中央指導者資格審査委員会で特に認めた場合 

 

（受験料等） 

第９条 指導者資格審査試験の受験料（講習会受講料を含む。）および更新に係る講習受講料は別表２の

とおりとする。 

 

(公認柔道指導者資格制度運用規則) 

第 10条 公認指導者資格制度に関する事項でこの規程に定めないものは、公認柔道指導者資格制度運用

規則の定めるところによる 

 



第３章 資格審査委員会 

 

（中央指導者資格審査委員会） 

第 11条 次の各号の権限を有する機関として、本連盟内に中央指導者資格審査委員会を設ける。 

(1)Ａ指導員の資格認定 

(2)指導者資格の期間を定めての停止、喪失の決定 

(3)都道府県指導者資格審査委員会の統括 

(4)Ⅽ指導員養成校の認定（別表 1＊＊） 

２．中央指導者資格審査委員会は、５名以上１０名以下の委員で構成されるものとし、そのうち１

名が委員長を務める。 

３．中央指導者資格審査委員会の委員長および委員の任命権および解任権は本連盟会長がその権

限を有する。各委員の任期は４年間とし、連続しての再任は２期までとする。なお、任命時に

おける委員の年齢は満７０歳未満とする。 

 

（都道府県指導者資格審査委員会） 

第 12条 次の各号の権限を有する機関として、各都道府県を統括する加盟団体ごとに、指導者資格審査

委員会を設ける。 

(1)中央指導者資格審査委員会から委託を受けたＢ指導員、Ｃ指導員および学校顧問特例資格

の審査と認定 

(2)ＢおよびＣ指導員の期間を定めての資格の停止 

(3)Ａ指導員候補者の中央指導者資格審査委員会への推薦 

２．各都道府県を統括する加盟団体は、Ｂ指導員およびＣ指導員について、第７条および第８条の

規定を準用して、資格の期間を定めての停止または喪失を行うことができる。 

３．各都道府県の指導者資格審査委員会は、５名以上８名以下の委員で構成されるものとし、その

うち１名が委員長を務める。 

４．各都道府県の指導者資格審査委員会の委員長および委員の任命権および解任権は各都道府県

を統括する加盟団体の長がその権限を有する。各委員の任期は４年間とし、連続しての再任は

２期までとする。なお、任命時における委員の年齢は満７５歳未満とする。 

 

第４章 登録 

 

（登録手続き） 

第 13条 登録の手続きは、本連盟登録規程、登録要領および公認指導者資格制度運用規則の定めるとこ

ろによる。 

 

（指導者資格登録有効期間） 

第 14条 指導者資格登録有効期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

２．年度途中に指導者資格の認定を受けた者および指導者資格の停止期間が満了し再有効化の条件

（もしあれば）を満たした者は、すみやかに指導者資格登録の手続きを行うことを推奨する。 

 



 

（登録の抹消） 

第 15条 指導者資格が停止または喪失されたときは、指導者資格登録は抹消される。 

 

第５章 学校顧問特例資格 

 

（学校顧問特例資格） 

第 16条 学校顧問特例資格とは、学校内での指導を保証あるいは禁止するものではなく、あくまで大会

等の引率業務を支援する目的で特例措置として設置するものである。 

   ２．有効な学校顧問特例資格を有する者は、本連盟またはその加盟団体が主催する大会において、

その出場するチームまたは選手の監督を務めることができる。また、原則として１年に 1 回、

本連盟が指定する講習会（安全指導、基本指導の講習）を受講することを推奨する。 

 

（学校顧問特例資格基準） 

第17条 以下の条件を全て満たす者は、所定の手続きを経て学校顧問特例資格の認定を受けることがで

きる。 

(1)学校教員で所属校の部活動の(管理的)顧問。 

(2)柔道の指導経験が乏しく、指導者資格の取得が期待できない者。ただし、部活動コーチと

して有資格の外部指導者がいる、所属する町道場で有資格者が指導しているなど、指導下に

ある生徒には他に資格を保有した公認指導者が存在することを推奨する。 

２．原則として、公認柔道指導者資格を取得可能な二段以上の教員は申請できない。 

 

（学校顧問特例資格認定の手続き） 

第 18条 学校顧問特例資格は、本連盟公認柔道指導者資格制度規程で定める都道府県指導者資格審査委

員会で審査し認定する。 

２．認定希望者は所定の申請書に記入のうえ、各都道府県柔道連盟（協会）に提出する。 

３．本資格の申請料は徴収しない。 

 

（学校顧問特例資格の有効要件） 

第 19条 学校顧問特例資格は、以下の要件が全て満たされているときに有効となる。また、一旦有効に

なった資格でも要件を一つでも欠いたときは有効でなくなる。 

    (1)特例資格が認定され、有効期間内にあること。ただし、本資格の有効期間は当該年度末（3月

31日）までとし、次年度も継続する際は再度申請手続きを行うものとする。 

    (2)本連盟会員登録（学校顧問）をしていること。 

 

 

 

 

 

 



第６章 その他 

 

（改廃） 

第 20条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則 

１．この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

２．この規程は、平成２６年４月１日から、一部改正して施行する。 

３．この規程は、平成２７年 4月 1日から、一部改正して施行する。 

４．この規程は、平成２８年４月１日から、一部改正して施行する。 

５．この規程は、平成２９年４月１日から、一部改正して施行する。 

６．この規程は、平成２９年６月８日から、一部改正して施行する。 

７．この規程は、平成３０年１２月１０日から、一部改正して施行する。 

８．この規程は、令和２年１０月２２日から、一部改正して施行する。 

９．この規程は、令和５年１２月８日から一部改正して施行する。 

10．この規程は、令和６年４月 1日から、一部改正して施行する。 

11．この規程は、令和６年６月３日から、一部改正して施行する。 



【別表 1】指導者資格基準 

 Ａ指導員 Ｂ指導員 Ｃ指導員 

登録＊ 本連盟登録会員 

年齢＊ 満 22歳以上 満 20歳以上 満 18歳以上 

段位＊ 四段以上 三段以上 
二段以上または 

教員免許状所持者 

指導経験等＊ 

Ｂ指導員資格取得後 2 年

以上継続的に指導に関わ

っていること 

Ｃ指導員資格取得後 2 年

以上継続的に指導に関わ

っていること 

－ 

推薦 

都道府県の資格審査委員

会からの推薦を受けてい

ること 

－ － 

資格審査試験等 

本連盟が実施する講習会

を全て受講し、資格審査試

験に合格すること 

各都道府県を統括する加

盟団体が実施する講習会

を全て受講し、資格審査

試験に合格すること 

各都道府県を統括する

加盟団体が実施する講

習会を全て受講し資格

審査試験に合格するこ

と、または C指導員養

成校**の所定の単位を全

て修得し本連盟が実施

する資格審査試験に合

格すること 

＊講習会受講時点で基準を満たしている必要がある。 

＊＊授業科目のシラバスに C指導員養成講習会の講習科目の内容が明示されており、所属する学生が対応

する授業科目の単位を全て修得すると C 指導員養成講習会の講習科目の受講が免除されることが本連

盟から認定された大学等（学校教育法で規定された大学および専修学校、並びに国の行政機関などの付

属機関として設けられた大学校）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別表２】公認柔道指導者資格 資格審査試験受験料・更新講習受講料 

 Ａ指導員 Ｂ指導員 Ｃ指導員 

資格審査試験受験料 

（講習会受講料を含む） 
8,000円 6,000円 4,000円 

資格審査試験受験料 

養成校単位修得の場合 
／ ／ 0円 

更新講習受講料 主催団体が決めることができる 

 

 

 


